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令 和 ２ 年 1 1月 ２ 日 

令 和 ２ 年 度 第 １ 回 

春日井市都市計画審議会 
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 尾張都市計画道路の見直しについて 
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尾張都市計画道路の見直しについて（報告） 

 

 

１ 見直しの経緯 

都市計画道路は、高度経済成長期における都市の拡大を前提に決定されたものが多く、

近年の人口減少、低成長等の社会経済情勢の変化を踏まえると、都市計画決定後、長期間

が経過し、その必要性に変化が生じつつあります。このような状況の中、未着手の都市計

画道路の必要性などを再検証し、必要に応じて計画の変更、廃止を行うため、その基本的

な考え方について、平成 29 年 7 月に国土交通省より「都市計画道路の見直しの手引き」が

公表され、その内容を踏まえ、平成 30 年 8 月に愛知県より「愛知県都市計画道路見直し方

針」が公表されました。（別紙２） 

春日井市においても、69 路線 152.49km(約 79.9%)が整備されている一方で、16 路線

38.35km(約 20.1%)が整備されていない状況です。そこで、この方針に基づき、未整備区間

を含む 16 路線において必要性等の検証を行いました。 

その結果、愛知県決定の３・５・９７号松河戸線及び春日井市決定の３・４・１７号犬

山春日井線、３・５・２０２号下条線、３・５・２２７号玉野線の計 4 路線が見直しの対

象となりました。 

 

 

２ 見直し対象路線 

（変更前） 

対象路線 
位     置 

延 長 当初告示 
起 点 終 点 

①３・５・９７松河戸線 

［一部区間の廃止］ 

松河戸町５丁目 

（勝川町 1 丁目） 

松河戸町５丁目 

（松河戸町字村中） 

約 230m 

（約 2,060m） 

S38.8.12 

建設省第 1954 号 

②３・４・１７犬山春日井線 

［一部区間の廃止］ 
犬山市楽田小針 

稲口町 1 丁目 

（美濃町３丁目） 

約 9,550ｍ 

（約 10,020m） 

S44.5.20 

建設省第 2707 号 

③３･５･２０２下条線 

［一部区間の幅員の変更］ 
若草通１丁目 上条町９丁目 約 3,300m 

S16.9.19 

内務省第 542 号 

④３・５・２２７玉野線 

［全線の廃止］ 
（木附町字釜前） （玉野町字東谷） （約 1,210m） 

S38.8.12 

建設省第 1954 号 
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